
 

 

 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

利用者またはそのご家族からの相談に応じる担当者は、厚生省で定められた試験に合格し、研修を終了した介

護支援専門員が担当しますので、ご不明の点などありましたらお気軽にご相談下さい。 

          

担当者     介護支援専門員                  

        電話番号      ０５６８－６６－６７０３ 

        ＦＡＸ番号    ０５６８－５１－８７８５       

 

２．事業の目的と方針 

要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又

は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供

が確保されるよう指定居宅サービス事業所、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的

としています。 

利用者の有する能力に応じて自立した日常生活が営めるように、保険・医療・福祉サービスが綜合的かつ効率

的に提供されるように配慮します。  

 

３．居宅介護支援事業所の概要 

（１）居宅介護支援を提供する事業者 

事業者名称 医療法人 徳洲会 

代表者氏名 理事長 東上 震一 

本社所在地 大阪府大阪市北区梅田１－３－１－１２００号 

大阪駅前第１ビル１２Ｆ 

電話     ０６－６３４６－２８８８ 

ＦＡＸ   ０６－６３４６－２８８９ 

（２）居宅介護支援事業所の所在地  

事業所名 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会介護センター 

所在地 愛知県春日井市高蔵寺町北２丁目５２番地 

介護保険指定番号 ２３７２５００２０３ 

管理者 北口 一代 

（３）提供地域 

        春日井市、名古屋市守山区、瀬戸市、尾張旭市 

        ※ 上記の地域以外の方でもご希望の方は、ご相談下さい。 

（４）事業所の職員体制 

区  分 常 勤 主 な 業 務 内 容 

管理者 兼 

主任介護支援専門員 
１名 

ケアマネジメント業務の総括管理・代表 

介護支援専門員の指導 

主任介護支援専門員 １名 介護支援専門員の指導 

介護支援専門員 ３名 ケアマネジメント業務の企画調整・実施 

（５）営業日・営業時間 

      月～土   午前  ８時３０分  ～  午後 ５時００分 

※ 緊急時には２４時間対応しています。  電話（０９０）７６１３－９０４９ 

（６）休業日 

        年末年始 １２月３１日  ～ １月 ３日 

        その他： 日曜日・祝祭日 

 

重要事項説明書（居宅介護支援事業） 



 

 

 

４．利用料金   

 （１）居宅介護支援の利用料 

      要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 

     〈参考〉地域区分 ６級地(１単位 １０．４２円） 

・１ヶ月当たりの給付金額 －  要介護１・２  １，０８６単位／月  

                    要介護３～５  １，４１１単位／月  

     ・初回加算        － ３００単位／月 

・特定事業所加算（Ⅱ）  － ４２１単位／月 

・入院時情報連携加算(Ⅰ) － ２５０単位／月   

・入院時情報連携加算(Ⅱ) － ２００単位／月         

・退院・退所加算（入院期間中１回を限度） 

（Ⅰ） － ４５０単位・６００単位 

            （Ⅱ） － ６００単位・７５０単位 

（Ⅲ） － ９００単位 

     ・緊急時等居宅カンファレンス加算   － ２回を限度 ２００単位／月 

・ターミナルケアマネジメント加算   － ４００単位 

・通院時情報連携加算   － ５０単位（１月につき） 

・居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等に必要なケアマネジメント業

務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合、基本報酬を算定(看取り

期に限る)                                          

ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができない場合には、要介護度に応じて、１ヶ月当たり

介護報酬と同額の利用料のご負担をいただくことになります。  

（２）交通費 

      前記３の（３）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

      それ以外の地域の方は、介護支援専門員が訪問するための交通費として１,０００円の実費が必要です。  

（３）解約料 

      利用者の方はいつでも契約を解約することができ、一切の料金はかかりません。 

 

５．緊急時の対応 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者、利用者の

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告をいたします。 

また、事業所は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財

産に損害を及ぼした場合には、速やかにその損害を賠償します。 

 

６．虐待防止について 

事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり重要な措置を講じます。 

（１）研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識の向上に努めます。 

（２）個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

（３）従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取

り組める環境の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 



 

７．身体拘束等の適正化について 

事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。 

（１）事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとします。 

 

８．公正・中立なケアマネジメントの確保 

 事業所として、公正・中立なケアマネジメントを行うため、居宅介護支援提供の開始に際し、以下の点を説明

します。 

（１）利用者やその家族は居宅サービスに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求め

る事ができます。 

（２）利用者やその家族は居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者の選定理由の説明を求める事がで

きます。 

（３）当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護（地域密着型通所介護含む）、福祉用具貸与の利用状況は 

【別紙】の通りです。 

 

９．サービス内容に関する苦情 

（１）居宅介護支援に関する利用者からのご相談または苦情があった場合、相談担当者を設けています。担当者

が不在であっても、他の介護支援専門員が受付いたします。 

また、担当の介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出下さい。 

連絡先 ：  ℡  ０５６８－６６－６７０３  名古屋徳洲会介護センター 

担当者 ：  北口 一代 

    営業時間以降及び、日・祝日については上記連絡先の病院職員（事務）が受付し、必ず担当者へ引き継

ぐ体制にしています。 

（２）当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険連合会に苦情を伝えることができます。 

 

連  絡  先 

春日井市健康福祉部 介護・高齢福祉課 

名古屋市守山区保健福祉センター福祉部 

           福祉課 介護保険担当 

瀬戸市健康福祉部高齢者福祉課 

尾張旭市健康福祉部長寿課介護保険係 

愛知県国民健康保険団体連合会介護福祉室 

０５６８－８５－６９２１ 

 

０５２－７９６－４５５７ 

０５６１－８８－２６２１ 

０５６１－７６－８１４４ 

０５２－９７１－４１６５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行います 

１０．居宅介護支援申し込みからサービス提供の流れ 

 

サービス提供の標準的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅サービス計画作成等サービス利用申込み 

当事業所に関すること、居宅サービス計画作成の手順、サービスの内容に関して大切な

説明を行います 

居宅サービス計画等に関する契約締結 

※事業所は【居宅サービス計画作成依頼届出書】を提出します。 

事業者の選定           

当事業所と契約をする

かどうかをお決めいた

だきます 

ケアマネージャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します 

地域のサービス提供事業者の内容や、料金等をお伝えし、利用するサービスを選んでい

ただきます 

利用者による  

サービスの選択 提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します 

計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利用の調整を

行います 

サービス利用に関し

て説明を行い、利用

者やご家族の意見を

伺い、同意をいただ

きます ◆ サ ー ビ ス 利 用 ◆ 

利用者やご家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提供事

業者と連絡調整を行います 

毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します 

利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサービスの実施

状況の把握を行います 

居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います 


